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○富山県民会館条例施行規則 

平成11年３月31日 

富山県規則第16号 

改正 平成15年４月30日規則第44号 

平成16年３月31日規則第38号 

平成17年９月30日規則第67号 

平成18年３月31日規則第42号 

平成26年２月28日規則第３号 

平成28年３月31日規則第32号 

富山県民会館条例施行規則を次のように定め、公布する。 

富山県民会館条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、富山県民会館条例（昭和39年富山県条例第70号。以下「条例」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（利用の承認申請） 

第２条 条例第９条第１項の規定により富山県民会館（以下「会館」という。）の施設の利

用の承認を受けようとする者は、分館を見学する場合を除き、富山県民会館利用承認申請

書（様式第１号）を指定管理者に提出するものとする。 

２ 前項の申請書は、利用日（利用しようとする日が引き続き２日以上であるときは、その

初日。以下この項において同じ。）前１年から利用日前２週間までの間に提出するものと

する。ただし、指定管理者が会館の利用に支障がないと認めるときは、この限りでない。 

（平15規則44・平16規則38・平17規則67・平18規則42・一部改正） 

（利用の変更） 

第３条 条例第９条第１項の規定により会館の施設の利用の承認を受けた者（以下「利用者」

という。）は、利用日を変更しようとするときは、ホール及び展示室を利用する場合にあ

っては利用日前10日までに、その他の施設を利用する場合にあっては利用日前５日までに

指定管理者の承認を受けるものとする。 

２ 利用者は、やむを得ない理由により当該承認に係る時間を超えて利用する必要があると

きは、あらかじめ指定管理者の承認を受けるものとする。 

（平15規則44・平18規則42・一部改正） 

（利用料金の減免） 
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第４条 利用料金（分館見学料に限る。次項において同じ。）に係る条例第12条に規定する

知事の承認を受けて定めた基準は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 条例別表第１の３の表の備考に規定する者又は幼稚園の幼児の引率者が教育課程に基

づく教育活動又は社会教育関係団体の教育活動として、分館を見学するとき。 

(2) 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第７条第１項に規定する児童福祉施設に入所し、

又は通所している者及びこれらの引率者が分館を見学するとき。 

(3) 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項の規定により身体障害者手

帳の交付を受けている者及びその付添人（当該交付を受けた者１人につき１人に限る。

以下この項において同じ。）が分館を見学するとき。 

(4) 療育手帳制度について（昭和48年９月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知）

に基づき療育手帳の交付を受けている者及びその付添人が分館を見学するとき。 

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第45条第２項の

規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその付添人が分館を見学

するとき。 

(6) 70歳以上の者が分館を見学するとき。 

(7) 前各号に掲げるもののほか、利用者間の均衡を失しない範囲内において指定管理者が

適当と認めるとき。 

２ 前項第１号又は第２号に掲げるときの利用料金の減免は富山県民会館分館（内山邸・金

岡邸）見学料減免申請書（様式第２号）を指定管理者に提出することにより、同項第３号

から第５号までに掲げるときの利用料金の減免は身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害

者保健福祉手帳の確認により、同項第６号に掲げるときの利用料金の減免は同号に該当す

ることを証するに足りる書類の確認により、同項第７号に掲げるときの利用料金の減免は

別に定めるところにより行うものとする。 

（平28規則32・追加） 

（利用料金の還付） 

第５条 条例第13条ただし書の規定による利用料金の還付の額は、次の各号に掲げる区分に

応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。 

(1) 条例第13条第１号に該当する場合 全額 

(2) 条例第13条第２号に該当する場合 次に掲げる額 

ア ホール及び展示室にあっては、70パーセントに相当する額 

イ その他の施設にあっては、90パーセントに相当する額 
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２ 利用料金の還付を受けようとする者は、富山県民会館利用料金還付申請書（様式第３号）

を指定管理者に提出するものとする。 

（平15規則44・平16規則38・平18規則42・一部改正、平28規則32・旧第４条繰下・

一部改正） 

（入館の制限） 

第６条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒絶し、又は

退館を命ずることができる。 

(1) 他の利用者に迷惑となる行為をするおそれがあると認められる者 

(2) 施設、設備等を汚損し、又は損傷するおそれがあると認められる者 

（平16規則38・旧第８条繰上、平18規則42・旧第７条繰上・一部改正、平28規則32・

旧第５条繰下） 

（駐車場を利用できる自動車） 

第７条 本館の駐車場を利用することができる自動車は、道路交通法（昭和35年法律第105

号）第３条の普通自動車（積載物又は取付物を含めて、長さ５メートル以下、幅２メート

ル以下、高さ2.2メートル以下のものに限る。）とする。 

（平17規則67・追加、平18規則42・旧第８条繰上、平28規則32・旧第６条繰下） 

（利用後の点検） 

第８条 利用者は、その利用を終えたときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その

点検を受けるものとする。 

（平15規則44・一部改正、平16規則38・旧第９条繰上、平17規則67・旧第８条繰下、

平18規則42・旧第９条繰上・一部改正、平28規則32・旧第７条繰下） 

（損傷等の届出） 

第９条 利用者若しくはその者の利用目的に応じて入館した者又は本館の駐車場を利用する

者が会館の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、当該利用者又は当該本館の駐車

場を利用する者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従うものとする。 

（平15規則44・一部改正、平16規則38・旧第10条繰上、平17規則67・旧第９条繰

下・一部改正、平18規則42・旧第10条繰上・一部改正、平28規則32・旧第８条繰下） 

（細則） 

第10条 この規則に定めるもののほか、会館の管理運営に関し必要な事項は、知事が定める。 

（平16規則38・旧第11条繰上、平17規則67・旧第10条繰下、平18規則42・旧第11

条繰上、平28規則32・旧第９条繰下） 
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附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成11年４月１日から施行する。 

（平26規則３・旧附則・一部改正） 

（利用期間の特例） 

２ 平成26年３月１日から知事が定める日までの間は、改修のため本館を利用することがで

きない。 

（知事が定める日＝平成26年告示第439号で平成27年３月15日。平成27年告示第

100号で平成27年３月15日（駐車場にあっては、同月13日）に一部改正）） 

（平26規則３・追加） 

附 則（平成15年規則第44号） 

この規則は、平成15年５月１日から施行する。 

附 則（平成16年規則第38号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成16年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の

調整をして使用することができる。 

附 則（平成17年規則第67号） 

この規則は、平成17年10月１日から施行する。 

ただし、第２条第１項の改正規定は、公布の日から施行する。 

附 則（平成18年規則第42号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の富山県民会館条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の

間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成26年規則第３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成28年規則第32号） 

（施行期日） 
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１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

（富山県民会館条例施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

２ 第１条の規定による改正前の富山県民会館条例施行規則に定める様式による用紙は、当

分の間、所要の調整をして使用することができる。 
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様式第１号（第２条関係） 

（平16規則38・全改、平18規則42・一部改正） 

様式第２号（第４条関係） 

（平28規則32・追加） 

様式第３号（第５条関係） 

（平18規則42・一部改正、平28規則32・旧様式第２号繰下・一部改正） 

 


